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第一部 【企業情報】 

 

第１ 【企業の概況】 

 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

回次 
第10期 

第３四半期 
累計期間 

 
第９期 

会計期間 
自  2020年９月１日 
至  2021年５月31日 

自  2019年９月１日 
至  2020年８月31日 

売上高 (千円) 899,106 952,657 

経常利益 (千円) 119,559 54,645 

四半期（当期）純利益 (千円) 139,906 74,504 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － 

資本金 (千円) 90,000 90,000 

発行済株式総数 (株)   

普通株式  218,000 218,000 

Ａ種優先株式  64,071 64,071 

Ｂ種優先株式  61,037 61,037 

Ｃ種優先株式  47,679 47,679 

Ｄ種優先株式  43,450 43,450 

純資産額 (千円) 1,391,425 1,251,518 

総資産額 (千円) 1,755,890 1,644,761 

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 26.85 14.30 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期（当期）純利益 

(円) － － 

１株当たり配当額 (円) － － 

自己資本比率 (％) 79.2 76.1 

 

回次 
第10期 

第３四半期 
会計期間 

会計期間 
自  2021年３月１日 
至  2021年５月31日 

１株当たり四半期純利益 (円) 17.02 

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。 

   ４．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。 
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５．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

６. 当社は、2021年６月１日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式を自己株式とし

て取得し、その対価として普通株式を交付しております。 

７. 2021年６月１日付で当社普通株式１株につき12株の割合で株式分割を行っております。これにより第９期の

期首に当該株式分割及び種類株式から普通株式への転換が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純

利益を算出しております。 

８．当社は、第９期第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成しておりませんので、第９期第３四半

期累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

 

２ 【事業の内容】 

 当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

 

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期累計期間において、事業等のリスクについて新たに発生した事項又は新規上場申請のための有価証券報

告書（Ⅰの部）に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は 

前第３四半期累計期間について四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行って 

おりません。 

 

（１）業績の状況 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況に

あり、段階的な経済活動の再開による持ち直しの動きが見られたものの、先行きは不透明な状況で推移いたしまし

た。 

当社の経営環境としては、国内企業の人手不足感の高まりやコスト削減への圧力から、コンタクトセンターの効

率化及び自動化へのニーズは引き続き高く、また今回の新型コロナウイルス感染症によりリモートワークに対応し

たシステムのニーズが急速に高まっており、顧客のそれに対応するサービスの需要が継続しております。 

当第３四半期累計期間の売上高については、当社の主要事業であるSaaSサービスは、コアプロダクトであるMOBI 

AGENT（モビエージェント）が順調にユーザー企業数を伸ばしており、金融、メーカー、サービスと業界を問わず

にリーディング企業に採用を頂きました。また、AI電話自動応答システムMOBI VOICE（モビボイス）は、BCP（事

業継続計画）対策やバックオフィス業務の効率化の一環などの背景から、ユーザー企業が拡大してきております。

2021年５月末時点で、当社SaaSプロダクトの契約数は209件（前年対比163%）となりました。プロフェッショナル

サービスは、カスタマイズ案件獲得が堅調に推移しました。イノベーションラボサービスは、既存顧客から継続的

な発注があり順調に推移しました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は899百万円、営業利益は105百万円、経常利益は119百万円、

四半期純利益は139百万円となりました。 

 

（２）財政状態の分析  

（資産）  

当第３四半期会計期間末における資産合計は1,755百万円となり、前事業年度末に比べ111百万円増加いたしまし

た。流動資産は1,259百万円（前事業年度末に比べ５百万円の減少）となりました。これは主に売掛金の減少20百

万円があった一方で、現金及び預金の増加９百万円及び仕掛品の増加６百万円があったことによるものであります。

固定資産は495百万円（同117百万円の増加）となりました。これは主にソフトウエアの増加90百万円、繰延税金資

産の増加22百万円によるものであります。 

 

（負債） 

当第３四半期会計期間末における負債合計は364百万円となり、前事業年度末に比べ28百万円減少いたしました。

流動負債は256百万円（前事業年度末に比べ20百万円の減少）となりました。これは主に１年内返済予定の長期借

入金の減少42百万円、未払消費税等の減少11百万円及び賞与引当金の減少25百万円があった一方で、短期借入金の

増加40百万円、前受金の増加23百万円があったことによるものであります。固定負債は107百万円（前事業年度末

に比べ７百万円の減少）となりました。これは主に長期借入金の減少７百万円によるものであります。 

 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は1,391百万円となり、前事業年度末に比べ139百万円増加いたしま

した。これは四半期純利益の計上139百万円によるものであります。 

 

（３）経営方針、経営戦略等  
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当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありません。  

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

（５）研究開発活動  

該当事項はありません。 

 

３ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 350,000 

Ａ種優先株式 150,000 

Ｂ種優先株式 100,000 

Ｃ種優先株式 150,000 

Ｄ種優先株式 100,000 

計 850,000 

（注） 2021年５月17日開催の臨時株主総会における決議により、2021年６月１日付で株式分割に伴う定款の一部変更が

行われ、発行可能株式総数は19,993,300株増加し、20,843,300株となっております。 

② 【発行済株式】 

 

種類 
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(2021年５月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(2021年７月15日) 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 218,000 5,210,844 非上場 

権利内容として何ら限定のない
当社における標準となる株式で
あります。 
なお、単元株式数は1株でありま
す。 

（注）１、２及び３ 

Ａ種優先株式 64,071 － 非上場 （注）４ 

Ｂ種優先株式 61,037 － 非上場 （注）５ 

Ｃ種優先株式 47,679 － 非上場 （注）６ 

Ｄ種優先株式 43,450 － 非上場 （注）７ 

計 434,237 5,210,844 ― ― 

（注）１ 2021年５月17日開催の臨時取締役会における決議により、2021年６月１日付でＡ種優先株式64,071株、Ｂ種優

先株式61,037株、Ｃ種優先株式47,679株及びＤ種優先株式43,450株を自己株式として取得し、その対価として

普通株式を216,237株交付しております。これにより2021年６月１日における発行済普通株式数は434,237株と

なっております。また、同取締役会における決議により、自己株式として取得した当該Ａ種優先株式、Ｂ種優

先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の全てを2021年６月１日付で消却しております。 

２ 2021年５月17日開催の取締役会における決議により、2021年６月１日付で当社普通株式１株につき12株の割合

で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844

株となっております。 

３ 2021年５月17日開催の臨時株主総会における決議により、2021年６月１日付で１単元を100株とする単元株制

度を採用しております。 

４ Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

(1) 優先配当 

① 当会社は、剰余金の配当（中間配当を含む。以下単に「配当」という。）を行なうときは、Ａ種優先株式

の保有者（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録質権者（以下「Ａ種優先株式登録質権者」



―6― 

という。）に対し、普通株式の保有者（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下

「普通登録質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式 1株につき(2)残余財産の分配①に定めるＡ種優先分

配額の４％に相当する剰余金（以下「Ａ種優先配当額」という。）を配当する。但し、既に同じ事業年度中に

設けられた基準日によりＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対して剰余金の配当を行ったときは、その額

を控除した額とする。 

② 前号による配当の後さらに配当を行う場合には、Ａ種優先株式及び普通株式に対し 1株当たり同率の配当

をする。 

③ ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対して行う 1株当たりの配当の額がＡ種優

先配当額に達しない場合であっても、当該不足額はよく事業年度以降に累積しないものとする。 

④ ①に基づくＡ種優先配当額の計算上生じた 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

(2) 残余財産の分配 

① 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者に対し、普通株主又は普通

登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式 1株につき金 1,750 円（以下「Ａ種優先分配額」という。）を支払う。 

② 前号による分配の後なお残余財産がある場合には、当該残余財産を普通株主又は普通登録質権者、Ａ種優

先株主又はＡ種優先登録質権者に対して分配する。この場合、当会社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権

者に対しては、前号の分配額に加え、Ａ種優先株式１株につき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株

式１株につき分配する残余財産に(3)普通株式と引換えにする取得請求権に定めるＡ種取得比率を乗じた額と

同額の残余財産をそれぞれ分配する。 

③ Ａ種優先分配額は、以下の定めに従い調整される。 

(a) Ａ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ａ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、

「分割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の発行

済株式総数で除した数を意味するものとし、以下同じとする。 

                             1 

    調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ───────── 

                          分割・併合の比率 

(b) Ａ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行った

ときは、Ａ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｂ種優先株式数」からは、

当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ａ種優先株式のみ）の数を除外するものと

し、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行Ａ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ａ種優先株

式）の数」と読み替えるものとする。 

             既発行Ａ種   当該調整    新発行Ａ種   1 株当たり 

             優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額 

調整後分配額 ＝ ──────────────────────────── 

              既発行Ａ種優先株式数 ＋ 新発行Ａ種優先株式数 

 

(c) 上記(a)及び(b)における調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 (3) 普通株式と引換えにする取得請求権 

Ａ種優先株主は、Ａ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＡ種優先株式の全部又は一部につき、

当会社がＡ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利

（以下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。 

① Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数 

Ａ種優先株式 1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下「Ａ種取得比率」とい

う。）は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ａ種優先株主に対して交付される普通株式

の数につき 1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。 

                Ａ種優先株式の基準価額 

Ａ種取得比率 ＝ ─────────────── 

                    取得価額 

② 上記①のＡ種優先株式の当初の基準価額及び取得価額は 1,750 円とする。 

 

 (4) 取得価額等の調整 

 前項に定めるＡ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。 

① 株式等の発行又は処分に伴う調整 

Ａ種優先株式発行後、下記(a)又は(b)に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変 

更を生じる可能性がある場合は、前項の取得価額（以下「取得価額」という。）を、下記に定める調整式
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に基づき調整する。調整後の取得価額の適用時期は、下記(a)又は(b)のそれぞれに定めるところによる。

調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

(a) 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを

含む。）。但し、Ａ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条

項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は

一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同

じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会

社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後の取得価額は、

募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分

の効力発生日（会社法第 209 条第 1項第 2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌

日以降にこれを適用する。 

(b) 調整前の取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又

は処分する場合（無償割当てを含む。）。本(b)にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式 1株

を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額（法令上確定

しない場合は当会社が合理的に定める金額とする。）を意味するものとし、以下同様とする。調整

後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式

等の発行又は処分の効力発生日（会社法第 209 条第 1項第 2号が適用される場合は、同号に定める

期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の

翌日以降これを適用する。 

記 

 

                       既発行   当該調整前    新発行   1 株当たり 

                       株式数 × 取得価額  ＋ 株式数 × 払込金額 

調整後取得価額 ＝ ───────────────────────── 

                          既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

 

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の取得価額を適用する日の前日にお

ける、(i)当会社の発行済普通株式数と、(ii)発行済の種類株式の全てにつき取得原因が当該日に

おいて発生したとみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保

有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由

により上記(i)若しくは(ii)の普通株式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当

該変動前の数を基準とする。）。 

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、

上記の調整式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。 

 会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で

使用する「新発行株式数」の「株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式

の数を、「1株当たり払込金額」とは、上記(b)に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味す

るものとする。 

上記(a)又は(b)に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てに

1より行われる場合は、前項に定めるＢ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるも

のとする。 

上記の定めにかかわらず、本①に基づく調整は、Ｂ種優先株式の発行済株式総数の 3分の 2以上を

有するＡ種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合には行われない。 

② 株式の分割又は併合による調整 

Ａ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後の取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日

の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるもの

とする。また、この場合Ａ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。 

 

                                1 

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ────────── 

                            分割・併合の比率 
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③ その他の調整 

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役会の決議に基づき、合理的な範

囲において取得価額及び／又はＡ種優先株式の基準価額の調整を行うものとする。 

(a) 資本減少、時価を超える価格での普通株式若しくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株

式移転又は株式交換のために取得価額の調整を必要とする場合。 

(b) 潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部に

ついて取得原因が発生した場合を除く。 

(c) 潜在株式等にかかる上記①(b)に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。 

(d) 上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額

の調整が必要であると取締役会の決議により合理的に判断される場合。 

(5) 普通株式と引換えにする取得 

当会社は、Ａ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式上場」

という。）の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要

請を受けた場合には、取締役会の定める日をもって、発行済のＡ種優先株式の全部を取得し、引換えにＢ種優

先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の内容、数その他の条

件については、第 3項（普通株式と引換えにする取得請求権）及び前項の定めを準用する。但し、Ａ種優先株

主に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第 234 条に従う

ものとする。 

(6) 株式の分割、併合及び株主割当て等 

① 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれを行う。 

② 当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの含む。以下本条にお

いて同じ。）の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無

償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、そ

れぞれ同時に同一割合で行うものとする。 

③ 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主に

はＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割

合で与える。 

(7)議決権 

Ａ種優先株主は、当会社株主総会及びＡ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ａ種種類株主総会」

という。）において、Ａ種優先株式 1株につき 1個の議決権を有する。 

５ Ｂ種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

(1) 優先配当 

① 当会社は、剰余金の配当（中間配当を含む。以下単に「配当」という。）を行なうときは、Ａ種優先株式

の保有者（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録質権者（以下「Ａ種優先株式登録質権者」

という。）及びＢ種優先株式の保有者（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録質権者（以

下「Ｂ種優先株式登録質権者」という。）に対し、普通株式の保有者（以下「普通株主」という。）又は普通

株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式 1株につき(2)残余財産

の分配①に定めるＡ種優先分配額の４％に相当する剰余金（以下「Ａ種優先配当額」という。）を、Ｂ種優先

株式 1 株につき(2)残余財産の分配①に定めるＢ種優先分配額の４％に相当する剰余金（以下Ｂ種優先配当額」

という。）を、同順位にてそれぞれ配当する。但し、既に同じ事業年度中に設けられた基準日によりＡ種優先

株主又はＡ種優先登録質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対して剰余金の配当を行ったときは、

その額を控除した額とする。 

② 前号による配当の後さらに配当を行う場合には、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及び普通株式に対し 1株当

たり同率の配当をする。 

③ ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に

対して行う 1株当たりの配当の額がＡ種優先配当額及びＢ種優先配当額に達しない場合であっても、当該不足

額はよく事業年度以降に累積しないものとする。 

④ ①に基づくＡ種優先配当額及びＢ種優先配当額の計算上生じた 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

(2) 残余財産の分配 

① 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者及びＢ種優先株主又はＢ種

優先登録質権者に対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式 1株につき金 1,750 円（以下
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「Ａ種優先分配額」という。）を、Ｂ種優先株式 1株につき金 4,915 円（以下「Ｂ種優先分配額」という。）

を同順位にてそれぞれ支払う。 

② 前号による分配の後なお残余財産がある場合には、当該残余財産を普通株主又は普通登録質権者、Ａ種優

先株主又はＡ種優先登録質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対して分配する。この場合、当会

社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優先登録質権者に対しては、前号の分

配額に加え、Ａ種優先株式１株及びＢ種優先株式１株のぞれぞれにつき、普通株主又は普通登録質権者に対し

て普通株式１株につき分配する残余財産に(3)普通株式と引換えにする取得請求権に定めるＡ種取得比率及び

Ｂ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産をそれぞれ分配する。 

③ Ｂ種優先分配額は、以下の定めに従い調整される。 

(a) Ｂ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｂ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、

「分割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の発行

済株式総数で除した数を意味するものとし、以下同じとする。 

                             1 

    調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ───────── 

                          分割・併合の比率 

(b) Ｂ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行った

ときは、Ｂ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｂ種優先株式数」からは、

当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ｂ種優先株式のみ）の数を除外するものと

し、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行Ｂ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ｂ種優先株

式）の数」と読み替えるものとする。 

             既発行Ｂ種   当該調整    新発行Ｂ種   1 株当たり 

             優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額 

調整後分配額 ＝ ──────────────────────────── 

              既発行Ｂ種優先株式数 ＋ 新発行Ｂ種優先株式数 

 

(c) 上記(a)及び(b)における調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

(3) 普通株式と引換えにする取得請求権 

Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＢ種優先株式の全部又は一部につき、

当会社がＢ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利

（以下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。 

① Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数 

Ｂ種優先株式 1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下「Ｂ種取得比率」とい

う。）は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｂ種優先株主に対して交付される普通株式

の数につき 1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。 

                Ｂ種優先株式の基準価額 

Ｂ種取得比率 ＝ ─────────────── 

                    取得価額 

② 上記①のＢ種優先株式の当初の基準価額及び取得価額は 4,915 円とする。 

(4) 取得価額等の調整 

 前項に定めるＢ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。 

① 株式等の発行又は処分に伴う調整 

Ｂ種優先株式発行後、下記(a)又は(b)に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変 

更を生じる可能性がある場合は、前項の取得価額（以下「取得価額」という。）を、下記に定める調整式

に基づき調整する。調整後の取得価額の適用時期は、下記(a)又は(b)のそれぞれに定めるところによる。

調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

(a) 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを

含む。）。但し、Ｂ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条

項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は

一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同

じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会

社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後の取得価額は、

募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分

の効力発生日（会社法第 209 条第 1項第 2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌

日以降にこれを適用する。 
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(b) 調整前の取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又

は処分する場合（無償割当てを含む。）。本(b)にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式 1株

を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額（法令上確定

しない場合は当会社が合理的に定める金額とする。）を意味するものとし、以下同様とする。調整

後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式

等の発行又は処分の効力発生日（会社法第 209 条第 1項第 2号が適用される場合は、同号に定める

期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の

翌日以降これを適用する。 

記 

 

                       既発行   当該調整前    新発行   1 株当たり 

                       株式数 × 取得価額  ＋ 株式数 × 払込金額 

調整後取得価額 ＝ ───────────────────────── 

                          既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

 

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の取得価額を適用する日の前日にお

ける、(i)当会社の発行済普通株式数と、(ii)発行済の種類株式の全てにつき取得原因が当該日に

おいて発生したとみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保

有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由

により上記(i)若しくは(ii)の普通株式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当

該変動前の数を基準とする。）。 

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、

上記の調整式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。 

 会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で

使用する「新発行株式数」の「株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式

の数を、「1株当たり払込金額」とは、上記(b)に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味す

るものとする。 

上記(a)又は(b)に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てに

1より行われる場合は、前項に定めるＢ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるも

のとする。 

上記の定めにかかわらず、本①に基づく調整は、Ｂ種優先株式の発行済株式総数の 3分の 2以上を

有するＢ種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合には行われない。 

② 株式の分割又は併合による調整 

Ｂ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後の取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日

の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるもの

とする。また、この場合Ｂ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。 

                                1 

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ────────── 

                            分割・併合の比率 

③ その他の調整 

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役会の決議に基づき、合理的な範

囲において取得価額及び／又はＢ種優先株式の基準価額の調整を行うものとする。 

(a) 資本減少、時価を超える価格での普通株式若しくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株

式移転又は株式交換のために取得価額の調整を必要とする場合。 

(b) 潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部に

ついて取得原因が発生した場合を除く。 

(c) 潜在株式等にかかる上記①(b)に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。 

(d) 上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額

の調整が必要であると取締役会の決議により合理的に判断される場合。 

 

(5) 普通株式と引換えにする取得 

当会社は、Ｂ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式上場」

という。）の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要
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請を受けた場合には、取締役会の定める日をもって、発行済のＢ種優先株式の全部を取得し、引換えにＢ種優

先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の内容、数その他の条

件については、第 3項（普通株式と引換えにする取得請求権）及び前項の定めを準用する。但し、Ｂ種優先株

主に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第 234 条に従う

ものとする。 

(6) 株式の分割、併合及び株主割当て等 

① 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれを行う。 

② 当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの含む。以下本条にお

いて同じ。）の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無

償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ

種優先株主にはＢ種優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同

一割合で行うものとする。 

③ 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主に

はＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種

優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与

える。 

(7)議決権 

Ｂ種優先株主は、当会社株主総会及びＢ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｂ種種類株主総会」

という。）において、Ｂ種優先株式 1株につき 1個の議決権を有する。 

６ Ｃ種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

(1) 優先配当 

① 当会社は、剰余金の配当（中間配当を含む。以下単に「配当」という。）を行うときは、Ａ種優先株式の

保有者（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録質権者（以下「Ａ種優先株式登録質権者」

という。）、Ｂ種優先株式の保有者（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録質権者（以下

「Ｂ種優先株式登録質権者」という。）及びＣ種優先株式の保有者（以下「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ

種優先株式の登録質権者（以下「Ｃ種優先株式登録質権者」という。）に対し、普通株式の保有者（以下「普

通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先

株式 1株につき(2)残余財産の分配①に定めるＡ種優先分配額の４％に相当する剰余金（以下「Ａ種優先配当

額」という。）を、Ｂ種優先株式 1株につき(2)残余財産の分配①に定めるＢ種優先分配額の４％に相当する

剰余金（以下「Ｂ種優先配当額」という。）を、Ｃ種優先株式 1株につき(2)残余財産の分配①に定めるＣ種

優先分配額の４％に相当する剰余金（以下「Ｃ種優先配当額」という。）を、同順位にてそれぞれ配当する。

但し、既に同じ事業年度中に設けられた基準日によりＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又

はＢ種優先登録質権者及びＣ種優先株主又はＣ種優先登録質権者に対して剰余金の配当を行ったときは、その

額を控除した額とする。 

② 前号による配当の後さらに配当を行う場合には、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及び普通株

式に対し 1株当たり同率の配当をする。 

③ ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者及び

Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録質権者に対して行う１株当たりの配当の額がＡ種優先配当額、Ｂ種優先配当額

及びＣ種優先配当額に達しない場合であっても、当該不足額は翌事業年度以降に累積しないものとする。 

④ ①に基づくＡ種優先配当額、Ｂ種優先配当額及びＣ種優先配当額の計算上生じた１円未満の端数は切り捨

てるものとする。 

(2) 残余財産の分配 

① 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優

先登録質権者及びＣ種優先株主又はＣ種優先登録質権者に対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、Ａ種

優先株式 1株につき金 1,750 円（以下「Ａ種優先分配額」という。）を、Ｂ種優先株式 1株につき金 4,915 円

（以下「Ｂ種優先分配額」という。）を、Ｃ種優先株式 1株につき金 8,740 円（以下「Ｃ種優先分配額」とい

う。）を同順位にてそれぞれ支払う。 

② 前号による分配の後なお残余財産がある場合には、当該残余財産を普通株主又は普通登録質権者、Ａ種優

先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者及びＣ種優先株主又はＣ種優先登録質

権者に対して分配する。この場合、当会社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種

優先登録質権者及びＣ種優先株主又はＣ種優先登録質権者に対しては、前号の分配額に加え、Ａ種優先株式１

株、Ｂ種優先株式１株及びＣ種優先株式 1株のそれぞれにつき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株

式１株につき分配する残余財産に（注）１(3)普通株式と引換えにする取得請求権、（注）２(3)普通株式と引
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換えにする取得請求権、及び(3)普通株式と引換えにする取得請求権に定めるＡ種取得比率、Ｂ種取得比率及

びＣ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産をそれぞれ分配する。 

③ Ｃ種優先分配額は、以下の定めに従い調整される。 

(a) Ｃ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｃ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合

の比率」とは、株式分割又は株式併合後の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の発行済株式総数で除した数

を意味するものとし、以下同じとする。 

                             1 

    調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ───────── 

                          分割・併合の比率 

(b) Ｃ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行ったときは、Ｃ

種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｃ種優先株式数」からは、当該発行又は処分

の時点における当会社が保有する自己株式（Ｃ種優先株式のみ）の数を除外するものとし、自己株式を処分する場

合は下記算式の「新発行Ｃ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ｃ種優先株式）の数」と読み替えるものとする。 

 

             既発行Ｃ種   当該調整   新発行Ｃ種   1 株当たり 

             優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額 

調整後分配額 ＝ ──────────────────────────── 

               既発行Ｃ種優先株式数 ＋ 新発行Ｃ種優先株式数 

 

(c)上記(a)及び(b)における調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 (3) 普通株式と引換えにする取得請求権 

Ｃ種優先株主は、Ｃ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＣ種優先株式の全部又は一部につき、

当会社がＣ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利

（以下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。 

① Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数 

Ｃ種優先株式 1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下「Ｃ種取得比率」とい

う。）は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｃ種優先株主に対して交付される普通株式

の数につき 1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。 

                Ｃ種優先株式の基準価額 

Ｃ種取得比率 ＝ ─────────────── 

                    取得価額 

② 上記①のＣ種優先株式の当初の基準価額及び取得価額は 8,740 円とする。 

 (4) 取得価額等の調整 

 前項に定めるＣ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。 

① 株式等の発行又は処分に伴う調整 

Ｃ種優先株式発行後、下記(a)又は(b)に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変 

更を生じる可能性がある場合は、前項の取得価額（以下「取得価額」という。）を、下記に定める調整式

に基づき調整する。調整後の取得価額の適用時期は、下記(Ａ)及び(Ｂ)のそれぞれに定めるところによる。

調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

(a)調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを

含む。）。但し、Ｃ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条

項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は

一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同

じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会

社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後の取得価額は、

募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分

の効力発生日（会社法第 209 条第 1項第 2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌

日以降にこれを適用する。 

(b)調整前の取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又

は処分する場合（無償割当てを含む。）。本(b)にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式 1株

を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額（法令上確定

しない場合は当会社が合理的に定める金額とする。）を意味するものとし、以下同様とする。調整

後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式

等の発行又は処分の効力発生日（会社法第 209 条第 1項第 2号が適用される場合は、同号に定める
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期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の

翌日以降これを適用する。 

記 

 

                       既発行   当該調整前    新発行   1 株当たり 

                       株式数 × 取得価額  ＋ 株式数 × 払込金額 

調整後取得価額 ＝ ───────────────────────── 

                          既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

 

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の取得価額を適用する日の前日にお

ける、(i)当会社の発行済普通株式数と、(ii)発行済の種類株式の全てにつき取得原因が当該日に

おいて発生したとみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保

有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由

により上記(i)若しくは(ii)の普通株式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当

該変動前の数を基準とする。）。 

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、

上記の調整式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。 

 会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で

使用する「新発行株式数」の「株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式

の数を、「1株当たり払込金額」とは、上記(Ｂ)に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味す

るものとする。 

上記(a)又は(b)に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てに

1より行われる場合は、前項に定めるＣ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるも

のとする。 

上記の定めにかかわらず、本①に基づく調整は、Ｃ種優先株式の発行済株式総数の 3分の 2以上を

有するＣ種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合には行われない。 

② 株式の分割又は併合による調整 

Ｃ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後の取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日

の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるもの

とする。また、この場合Ｃ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。 

                                1 

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ────────── 

                            分割・併合の比率 

③ その他の調整 

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役会の決議に基づき、合理的な範

囲において取得価額及び／又はＣ種優先株式の基準価額の調整を行うものとする。 

(a) 資本減少、時価を超える価格での普通株式若しくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株

式移転又は株式交換のために取得価額の調整を必要とする場合。 

(b) 潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部に

ついて取得原因が発生した場合を除く。 

(c) 潜在株式等にかかる上記①(b)に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。 

(d) 上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額

の調整が必要であると取締役会の決議により合理的に判断される場合。 

(5) 普通株式と引換えにする取得 

当会社は、Ｃ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式上場」

という。）の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要

請を受けた場合には、取締役会の定める日をもって、発行済のＣ種優先株式の全部を取得し、引換えにＣ種優

先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の内容、数その他の条

件については、第 3項（普通株式と引換えにする取得請求権）及び前項の定めを準用する。但し、Ｃ種優先株

主に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第 234 条に従う

ものとする。 

(6) 株式の分割、併合及び株主割当て等 

① 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれを行う。 



―14― 

② 当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの含む。以下本条にお

いて同じ。）の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無

償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ

種優先株主にはＢ種優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｃ種優先株主には

Ｃ種優先株式又はＣ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行うも

のとする。 

③ 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主に

はＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種

優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株

式又はＣ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。 

(7)議決権 

Ｃ種優先株主は、当会社株主総会及びＣ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｃ種種類株主総会」

という。）において、Ｃ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。 

７ Ｄ種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

(1) 優先配当 

① 当会社は、剰余金の配当（中間配当を含む。以下単に「配当」という。）を行うときは、Ａ種優先株式の

保有者（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録質権者（以下「Ａ種優先株式登録質権者」

という。）、Ｂ種優先株式の保有者（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録質権者（以下

「Ｂ種優先株式登録質権者」という。）、Ｃ種優先株式の保有者（以下「Ｃ種優先株主」という。）又はＣ種

優先株式の登録質権者（以下「Ｃ種優先株式登録質権者」という。）及びＤ種優先株式の保有者（以下「Ｄ種

優先株主」という。）又はＤ種優先株式の登録質権者（以下「Ｄ種優先株式登録質権者」という。）に対し、

普通株式の保有者（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録質権者」と

いう。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につきＡ種優先株式発行要項第２項（残余財産の分配）第(1)号に定め

るＡ種優先分配額（Ａ種優先株式発行要項第２項（残余財産の分配）第(3)号に基づきＡ種優先分配額が調整

された場合にはその調整後の金額を意味する。）の４％に相当する剰余金（以下「Ａ種優先配当額」という。）

を、Ｂ種優先株式 1株につきＢ種優先株式発行要項第２項（残余財産の分配）第(1)号に定めるＢ種優先分配

額（Ｂ種優先株式発行要項第２項（残余財産の分配）第(3)号に基づきＢ種優先分配額が調整された場合には

その調整後の金額を意味する。）の４％に相当する剰余金（以下「Ｂ種優先配当額」という。）を、Ｃ種優先

株式 1株につきＣ種優先株式発行要項第２項（残余財産の分配）第(1)号に定めるＣ種優先分配額（Ｃ種優先

株式発行要項第２項（残余財産の分配）第(3)号に基づき C種優先分配額が調整された場合にはその調整後の

金額を意味する。）の４％に相当する剰余金（以下「Ｃ種優先配当額」という。）を、Ｄ種優先株式１株につ

き第２項（残余財産の分配）第(1)号に定めるＤ種優先分配額（第２項（残余財産の分配）第(3)号に基づきＤ

種優先分配額が調整された場合にはその調整後の金額を意味する。）の４％に相当する剰余金（以下「Ｄ種優

先配当額」という。）を、同順位にてそれぞれ配当する。但し、既に同じ事業年度中に設けられた基準日によ

りＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先

登録質権者及びＤ種優先株主又はＤ種優先登録質権者に対して剰余金の配当を行ったときは、その額を控除し

た額とする。 

② 前号による配当の後さらに配当を行う場合には、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先

株式及び普通株式に対し 1株当たり同率の配当をする。 

③ ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者、Ｃ

種優先株主又はＣ種優先登録質権者及びＤ種優先株主又はＤ種優先登録質権者に対して行う 1株当たりの配当

の額がＡ種優先配当額、Ｂ種優先配当額、Ｃ種優先配当額及びＤ種優先配当額に達しない場合であっても、当

該不足額は翌事業年度以降に累積しないものとする。 

④ ①に基づくＡ種優先配当額、Ｂ種優先配当額、Ｃ種優先配当額及びＤ種優先配当額の計算上生じた１円未

満の端数は切り捨てるものとする。 

(2) 残余財産の分配 

① 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優

先登録質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録質権者及びＤ種優先株主又はＤ種優先登録質権者に対し、普通

株主又は普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき金 1,750 円（以下「Ａ種優先分配額」という。）

を、Ｂ種優先株式１株につき金 4,915 円（以下「Ｂ種優先分配額」という。）を、Ｃ種優先株式１株につき金

8,740 円（以下「Ｃ種優先分配額」という。）を、Ｄ種優先株式 1株につき金 10,441 円（以下「Ｄ種優先分

配額」という。）を、同順位にてそれぞれ支払う。 
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② 前号による分配の後なお残余財産がある場合には、当該残余財産を普通株主又は普通登録質権者、Ａ種優

先株主又はＡ種優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録質権

者及びＤ種優先株主又はＤ種優先登録質権者に対して分配する。この場合、当会社は、Ａ種優先株主又はＡ種

優先登録質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録質権者、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録質権者及びＤ種優先

株主又はＤ種優先登録質権者に対しては、前号の分配額に加え、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株、Ｃ種

優先株式 1株及びＤ種優先株式 1株のそれぞれにつき、普通株主又は普通登録質権者に対して普通株式１株に

つき分配する残余財産にＡ種優先株式発行要項第３項、Ｂ種優先株式発行要項第３項、Ｃ種優先株式発行要項

第３項及び本発行要項第３項（普通株式と引き換えにする取得請求権）に定めるＡ種取得比率、Ｂ種取得比率、

Ｃ種取得比率及びＤ種取得比率を乗じた額と同額の残余財産をそれぞれ分配する。 

③ Ｄ種優先分配額は、以下の定めに従い調整される。 

(a) Ｄ種優先株式の分割又は併合が行われたときは、Ｄ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合

の比率」とは、株式分割又は株式併合後の発行済株式総数を株式分割又は株式併合前の発行済株式総数で除した数

を意味するものとし、以下同じとする。 

 

                             1 

    調整後分配額 ＝ 当該調整前の分配額 × ───────── 

                          分割・併合の比率 

(b) Ｄ種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行った

ときは、Ｄ種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行Ｄ種優先株式数」からは、

当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式（Ｄ種優先株式のみ）の数を除外するものと

し、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行Ｄ種優先株式数」は「処分する自己株式（Ｄ種優先株

式）の数」と読み替えるものとする。 

             既発行Ｄ種   当該調整   新発行Ｄ種   １株当たり 

             優先株式数 × 前分配額 ＋ 優先株式数 × 払込金額 

調整後分配額 ＝ ──────────────────────────── 

               既発行Ｄ種優先株式数 ＋ 新発行Ｄ種優先株式数 

 

(c) 上記(a)及び(b)における調整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 (3) 普通株式と引換えにする取得請求権 

Ｄ種優先株主は、Ｄ種優先株主となった時点以降いつでも、保有するＤ種優先株式の全部又は一部につき、

当会社がＤ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利

（以下「取得請求権」という。）を有する。その条件は以下のとおりとする。 

① Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数 

Ｄ種優先株式 1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数（以下「Ｄ種取得比率」とい

う。）は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各Ｄ種優先株主に対して交付される普通株式

の数につき 1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。 

                Ｄ種優先株式の基準価額 

Ｄ種取得比率 ＝ ─────────────── 

                    取得価額 

② 上記①のＤ種優先株式の当初の基準価額及び取得価額は 10,441 円とする。 

 (4) 取得価額等の調整 

 前項に定めるＤ種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。 

① 株式等の発行又は処分に伴う調整 

Ｄ種優先株式発行後、下記(a)又は(b)に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更

を生じる可能性がある場合は、前項の取得価額（以下「取得価額」という。）を、下記に定める調整式に

基づき調整する。調整後の取得価額の適用時期は、下記(a)及び(b)のそれぞれに定めるところによる。調

整額の算定上発生した 1円未満の端数は切り捨てるものとする。 

(a) 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合（株式無償割当てを

含む。）。但し、Ｄ種優先株式の取得請求権の行使、又は潜在株式等（取得請求権付株式、取得条

項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は

一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同
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じ。）の取得原因（潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会

社の請求又は一定の事由を意味する。以下同じ。）の発生による場合を除く。調整後の取得価額は、

募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分

の効力発生日（会社法第 209 条第１項第２号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌

日以降にこれを適用する。 

(b) 調整前の取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又

は処分する場合（無償割当てを含む。）。本(b)にいう「潜在株式等取得価額」とは、普通株式 1株

を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額（法令上確定

しない場合は当会社が合理的に定める金額とする。）を意味するものとし、以下同様とする。調整

後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式

等の発行又は処分の効力発生日（会社法第 209 条第１項第２号が適用される場合は、同号に定める

期間の末日）に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の

翌日以降これを適用する。 

 

記 

 

                       既発行   当該調整前    新発行   1 株当たり 

                       株式数 × 取得価額  ＋ 株式数 × 払込金額 

調整後取得価額 ＝ ───────────────────────── 

                          既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

 

なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の取得価額を適用する日の前日にお

ける、(i)当会社の発行済普通株式数と、(ii)発行済の種類株式の全てにつき取得原因が当該日に

おいて発生したとみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当会社の保

有する自己株式（普通株式のみ）の数を控除した数を意味するものとする（但し、当該調整の事由

により上記(i)若しくは(ii)の普通株式数又は自己株式（普通株式のみ）の数が変動する場合、当

該変動前の数を基準とする。）。 

会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、

上記の調整式で使用する「新発行株式数」の「新発行」は「処分する」と読み替えるものとする。 

 会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で

使用する「新発行株式数」の「株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式

の数を、「１株当たり払込金額」とは、上記(b)に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味す

るものとする。 

上記(a)又は(b)に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当てに

より行われる場合は、前項に定めるＤ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるもの

とする。 

上記の定めにかかわらず、本①に基づく調整は、Ｄ種優先株式の発行済株式総数の３分の２以上を

有するＤ種優先株主が書面により調整しないことに同意した場合には行われない。 

② 株式の分割又は併合による調整 

Ｄ種優先株式発行後、株式の分割又は併合を行う場合は、取得価額は以下の調整式に基づき調整される。

調整後の取得価額は、株式分割の場合は割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日

の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。調整額の算定上発生した１円未満の端数は切り捨てるもの

とする。また、この場合Ｄ種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。 

 

                                1 

調整後取得価額 ＝ 当該調整前取得価額 × ────────── 

                            分割・併合の比率 

③ その他の調整 

上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役会の決議に基づき、合理的な範

囲において取得価額及び／又はＤ種優先株式の基準価額の調整を行うものとする。 

(a) 資本減少、時価を超える価格での普通株式若しくは潜在株式等の有償取得、合併、会社分割、株

式移転又は株式交換のために取得価額の調整を必要とする場合。 
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(b) 潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部に

ついて取得原因が発生した場合を除く。 

(c) 潜在株式等にかかる上記①(b)に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。 

(d) 上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額

の調整が必要であると取締役会の決議により合理的に判断される場合。 

(5) 普通株式と引換えにする取得 

当会社は、Ｄ種優先株式の発行以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式上場」

という。）の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ株式上場に関する主幹事の金融商品取引業者から要

請を受けた場合には、取締役会の定める日をもって、発行済のＤ種優先株式の全部を取得し、引換えにＤ種優

先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の内容、数その他の条

件については、第３項（普通株式と引換えにする取得請求権）及び前項の定めを準用する。但し、Ｄ種優先株

主に交付される普通株式の数に１株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第 234 条に従う

ものとする。 

(6) 株式の分割、併合及び株主割当て等 

① 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれを行う。 

② 当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの含む。以下本条にお

いて同じ。）の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無

償割当てを、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ

種優先株主にはＢ種優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｃ種優先株主には

Ｃ種優先株式又はＣ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｄ種優先株主にはＤ種優先株式又

はＤ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行うものとする。 

③ 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ａ種優先株主に

はＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種優先株主にはＢ種

優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｃ種優先株主にはＣ種優先株

式又はＣ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｄ種優先株主にはＤ種優先株式又は

Ｄ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。 

(7) 議決権 

Ｄ種優先株主は、当会社株主総会及びＤ種優先株主を構成員とする種類株主総会（以下「Ｄ種種類株主総会」

という。）において、Ｄ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

  ①【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

 

  ②【その他の新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
(千円) 

資本金残高 
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

2021年３月１日～ 
2021年５月31日 

－ 

普通株式 
218,000 

Ａ種優先株式 
64,071 

Ｂ種優先株式 
61,037 

Ｃ種優先株式 
47,679 

Ｄ種優先株式 
43,450 

－ 90,000 － 641,698 

（注）１ 2021年５月17日開催の臨時取締役会における決議により、2021年６月１日付でＡ種優先株式64,071株、Ｂ種優

株式61,037株、Ｃ種優先株式47,679株及びＤ種優先株式43,450株を自己株式として取得し、その対価として普

通株式を216,237株交付しております。これにより2021年６月１日における発行済普通株式数は434,237株とな

っております。また、同取締役会における決議により、自己株式として取得した当該Ａ種優先株式、Ｂ種優先

株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の全てを2021年６月１日付で消却しております。 

２ 2021年５月17日開催の取締役会決議により、2021年６月１日付で当社普通株式１株につき12株の割合で株式分

割を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844株となっ

ております。 

 

(5) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
 
 

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 

   2021年５月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ―  ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 

普通株式         218,000 
Ａ種優先株式      64,071 
Ｂ種優先株式      61,037 
Ｃ種優先株式      47,679 
Ｄ種優先株式      43,450 

普通株式         218,000 
Ａ種優先株式      64,071 
Ｂ種優先株式      61,037 
Ｃ種優先株式      47,679 
Ｄ種優先株式      43,450 

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら制
限のない当社における
標準となる株式であり
ます。 
なお、単元株式数は1
株であります。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 434,237 ― ― 

総株主の議決権 ― 434,237 ― 

（注）１ 2021年５月17日開催の臨時取締役会における決議により、2021年６月１日付でＡ種優先株式64,071株、Ｂ種優

株式61,037株、Ｃ種優先株式47,679株及びＤ種優先株式43,450株を自己株式として取得し、その対価として普

通株式を216,237株交付しております。これにより2021年６月１日における発行済普通株式数は434,237株とな

っております。また、同取締役会における決議により、自己株式として取得した当該Ａ種優先株式、Ｂ種優先

株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の全てを2021年６月１日付で消却しております。 
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２ 2021年５月17日開催の取締役会における決議により、2021年６月１日付で当社普通株式１株につき12株の割合

で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,776,607株増加し、発行済株式総数は5,210,844

株となっております。また単元未満株式が144株であり、これにより提出日現在における完全議決権株式（そ

の他）の株式数は5,210,700株、議決権の数は52,107個、総株主の議決権の数は52,107個となっております。 

３ 2021年５月17日開催の臨時株主総会における決議により、2021年６月１日付で１単元を100株とする単元株制

度を採用しております。 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 
 
 

２ 【役員の状況】 

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 
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第４ 【経理の状況】 

 

１  四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。 

 

２  監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２第

１項の規定に準じて、第３四半期会計期間(2021年３月１日から2021年５月31日まで)及び第３四半期累計期間(2020年

９月１日から2021年５月31日まで)に係る四半期財務諸表について、ＰｗＣ京都監査法人による四半期レビューを受け

ております。 

 

３  四半期連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

 

４  最初に提出する四半期報告書の記載上の特例について 

当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同四半期との対比は行って

おりません。 
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１ 【四半期財務諸表】 

(1) 【四半期貸借対照表】 

  (単位：千円)

 
前事業年度 

(2020年８月31日) 
当第３四半期会計期間 
(2021年５月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,078,296 1,087,833 

  売掛金 167,335 147,108 

  仕掛品 557 7,341 

  貯蔵品 162 116 

  前払費用 12,787 15,937 

  その他 6,126 1,216 

  流動資産合計 1,265,266 1,259,554 

 固定資産   

  有形固定資産 15,369 18,140 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 341,217 431,669 

   その他 514 624 

   無形固定資産合計 341,731 432,293 

  投資その他の資産 20,606 44,601 

  固定資産合計 377,707 495,035 

 繰延資産 1,787 1,300 

 資産合計 1,644,761 1,755,890 

  



―22― 

  (単位：千円)

 
前事業年度 

(2020年８月31日) 
当第３四半期会計期間 
(2021年５月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 25,561 14,984 

  短期借入金 － 40,000 

  1年内返済予定の長期借入金 53,668 11,386 

  未払金 46,638 54,674 

  未払費用 6,172 16 

  未払法人税等 2,290 1,717 

  前受金 57,423 80,810 

  預り金 8,188 12,573 

  賞与引当金 44,276 18,276 

  未払消費税等 33,355 22,325 

  流動負債合計 277,573 256,765 

 固定負債   

  長期借入金 107,969 100,000 

    資産除去債務 7,700 7,700 

  固定負債合計 115,669 107,700 

 負債合計 393,242 364,465 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 90,000 90,000 

  資本剰余金 1,056,166 1,056,166 

  利益剰余金 105,351 245,258 

  株主資本合計 1,251,518 1,391,425 

 純資産合計 1,251,518 1,391,425 

負債純資産合計 1,644,761 1,755,890 
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(2) 【四半期損益計算書】 

【第３四半期累計期間】 

 (単位：千円)

 
当第３四半期累計期間 
(自 2020年９月１日 
至 2021年５月31日) 

 売上高 899,106 

 売上原価 364,168 

 売上総利益 534,937 

 販売費及び一般管理費 429,344 

 営業利益 105,593 

 営業外収益  

  受取利息 5 

  協賛金収入 14,700 

  雑収入 2,299 

  営業外収益合計 17,004 

 営業外費用  

  支払利息 1,853 

  為替差損 697 

  株式交付費償却 487 

  営業外費用合計 3,038 

 経常利益 119,559 

 税引前四半期純利益 119,559 

 法人税、住民税及び事業税 1,718 

 法人税等調整額 △22,065 

 法人税等合計 △20,346 

 四半期純利益 139,906 
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【注記事項】 

(追加情報) 

新型コロナウイルス感染症による当社の販売に与える影響は軽微であるとの仮定のもとに、繰延税金資産の回収

可能性や固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

 

当第３四半期累計期間 
(自  2020年９月１日 
至  2021年５月31日) 

減価償却費 82,012  千円 

 

(株主資本等関係) 

当第３四半期累計期間(自  2020年９月１日  至  2021年５月31日) 

１  配当金支払額 

     該当事項はありません。 

 

  ２ 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの 

     該当事項はありません。 

 
 

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

     当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
当第３四半期累計期間 
(自  2020年９月１日 
至  2021年５月31日) 

１株当たり四半期純利益 26円85銭 

(算定上の基礎)  

  四半期純利益(千円) 139,906 

  普通株主に帰属しない金額(千円) － 

  普通株式に係る四半期純利益(千円) 139,906 

  普通株式の期中平均株式数(株) 5,210,844 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要 

－ 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であ 

り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

２ 2021年５月17日開催の臨時取締役会における決議により、2021年６月１日付でＡ種優先株式64,071株、Ｂ種優

先株式61,037株、Ｃ種優先株式47,679株及びＤ種優先株式43,450株を自己株式として取得し、その対価として

普通株式を216,237株交付しております。これにより2021年６月１日における発行済普通株式数は434,237株と

なっております。 

３ 2021年５月17日開催の取締役会における決議により、2021年６月１日付で当社普通株式１株につき12株の割合

で株式分割を行っております。これにより当事業年度の期首に当該株式分割及び種類株式から普通株式への転

換が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算出しております。 
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（重要な後発事象） 

（自己株式の取得及び普通株式の交付） 

 当社は、2021年５月17日開催の臨時取締役会決議に基づき、2021年６月１日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、

Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ交付しております。 

 １. 取得する自己株式の数 

① Ａ種優先株式  64,071株 

② Ｂ種優先株式  61,037株 

   ③ Ｃ種優先株式  47,679株 

   ④ Ｄ種優先株式  43,450株 

２.  取得日   2021年６月１日 

３.  交付する普通株式の数  216,237株 

４.  交付日   2021年６月１日 

 

（自己株式の消却） 

 当社は、2021年５月17日開催の臨時取締役会決議に基づき、2021年６月１日付で自己株式として取得したＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の全てを消却いたしました。 

１. 消却する自己株式の数 

① Ａ種優先株式  64,071株 

② Ｂ種優先株式  61,037株 

③ Ｃ種優先株式  47,679株 

④ Ｄ種優先株式  43,450株 

２. 消却日   2021年６月１日 

 

（発行可能株式総数の増加及び単元株制度の採用） 

当社は、2021年５月17日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年６月１日付で定款の一部変更を行っておりま

す。これにより発行可能株式総数が増加いたしました。また、同臨時株主総会決議に基づき、2021年６月１日付で

単元株制度を採用いたしました。 

１. 増加する株式数等 

 ① 増加前の発行可能株式総数  850,000株 

 ② 今回の定款の変更により増加する発行可能株式総数  19,993,300株 

   ③ 増加後の発行可能株式総数  20,843,300株 

２. 増加に係る基準日   2021年６月１日 

３. 増加の効力発生日   2021年６月１日 

４. 単元株制度の概要   普通株式の単元株式数を100株とする。 

５. 単元株制度の効力発生日   2021年６月１日 

 

（株式分割） 

当社は、2021 年５月 17 日開催の取締役会決議に基づき、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを

目的として、2021 年６月 1日付で次の株式分割を行っております。 
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１. 分割の割合 

     後記基準日における最終の株主名簿に記載された株主の所有する当会社株式１株を 12 株に分割する。 

２. 分割により増加する株式数等 

  ① 株式分割前の発行済株式数        434,237 株 

   ② 今回の分割により増加する株式数   4,776,607 株 

   ③ 株式分割後の発行済株式数      5,210,844 株 

３. 分割に係る基準日   2021 年６月１日 

４. 分割の効力発生日   2021年６月１日 

５. １株当たり情報に及ぼす影響は、（１株当たり情報）に反映されております。 
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２ 【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

 

該当事項はありません。 
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